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現
行
の
子
供
に
対
す
る
遺
族
年
金
の
支
給
要
件
は
、
十
八
歳
で
失
権
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
事
実
上
三

十
歳
程
度
ま
で
は
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
が
困
難
な
現
状
に
か
ん
が
み
、
支
給
の
条
件
を
三
十
歳
程
度
ま
で
拡

大
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。 

右
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